
 

現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 
 

（趣旨） 
第１条 この要領は、北九州市工事請負契約約款（以下「約款」という。）第１０条第２項

及び第３項に規定する「現場代理人の常駐義務の緩和」に関する取扱いについて、必要

な事項を定めるものとする。 
 

（工事現場に常駐を要しない期間） 
第２条 約款第１０条第２項中の「工事現場に常駐し」とは、当該工事の作業期間中

特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることを意味するもので

あり、発注者又は監督員との連絡に支障をきたさないことを目的としたものである。 

２ 約款第１０条第３項について、少なくとも次の各号のいずれかに該当する場合に

は、「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がない

ものとして取り扱うこと。 

（１）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

での期間 

（２）約款第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止し

ている期間 

（３）橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場

製作のみが行われている期間 

（４）前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 

 
（兼任を認める対象工事） 

第３条 次に掲げる条件をすべて満たす工事は、合計で２件までの工事の現場代理人を兼

任することができるものとする。ただし、発注者が工事の内容及び特殊性、安全管理上

等の理由により兼任を認めることが適当でないと判断した場合は、兼任を認めない。 
（１）本市（上下水道局、交通局、公営競技局含む）の発注工事で、工事現場がいずれも

市内及び本市に隣接する市町村の区域内にあること。 
（２）兼任する工事のいずれも請負金額が４，５００万円未満（建築一式工事は９，００

０万円未満）であること。 
 

（兼任を認める条件） 
第４条 前条に定める工事において、次に掲げる条件をすべて満たす場合には、現場代理

人の兼任を認めるものとする。 
（１）発注者との連絡体制が確保されていること。 
（２）必ずいずれかの工事現場に常駐していること。 
 
 



 

（兼任を認める対象工事の明示の手続き） 
第５条 第３条の兼任を認める対象工事を適用する場合には、次の手続きを経て入札公告

又は指名通知書に対象工事であることを記載すること。 
（１）設計担当課は、工事の内容及び特殊性、安全管理上等を考慮し、工事監督課と十分

協議したうえで、兼任を認めることが適当であるかどうかを判断する。当該判断を踏

まえて、起工担当課は、起工伺の特記事項欄に現場代理人の兼任対象工事であるか否

かを明記し、契約担当課へ提出する。 
（２）契約担当課は、提出された起工伺の特記事項欄を確認し、現場代理人の兼任対象工

事である場合、兼任を認める対象工事であることを入札公告又は指名通知書に記載す

るための手続きを行う。 
 

（兼任の手続き） 
第６条 現場代理人の兼任を希望する場合は、次のとおり手続きを行うこと。 
（１）現在施工中の工事と新規に落札した工事の兼任を希望する場合 

ア 受注者は、現在施工中の工事の監督課に、「現場代理人の兼任申請書（兼承認書）

【様式１】」及び「新規に落札した工事の契約書の写し」を提出する。 

イ 受注者は、現在施工中の工事の監督課の承認を得たうえで、新規に落札した工事

の監督課に「現場代理人・主任技術者等選任（変更）通知書」及び【様式１】の写

しを提出する。 

（２）同時期に落札した二つの新規工事で兼任を希望する場合 
ア 受注者は、落札した二つの新規工事の監督課に、「新規工事の現場代理人の兼任申

請書（兼承認書）【様式２】」及び「落札した他方の契約書の写し」を提出する。 

イ 受注者は、落札した二つの新規工事の監督課の承認を得たうえで、各工事の監督

課に「現場代理人・主任技術者等選任（変更）通知書」及び「落札した他方の【様

式２】」の写しを提出する。 

（３）工事監督課は、【様式１】及び【様式２】の承認にあたって、適正な審査及び受注者

との調整を十分に行い、承認書を通知すること。 

（４）手続きは、契約締結の日から７日以内に行うこと。 
 

附則 
（施行期日） 
 この要領は、平成２６年４月１５日から施行し、同日以降に入札を公告し、又は指名

する工事から適用する。ただし、現在施工中の工事については、条件等に該当していれ

ば施行期日以前でも適用する。 
附則 

（施行期日） 
 この要領は、平成２８年６月１日から施行し、同日以降に入札を公告し、又は指名す

る工事から適用する。 



 

附則 
（施行期日） 
 この要領は、令和５年１月１日から施行する。 
 附則 
（施行期日） 
 この要領は、令和７年２月１日から施行する。 

 


